
農地での鳥類保全における改正基本法への期待

2023年1月21日
農業「基本法 」改正と多面的機能を考える集い

（公財）日本野鳥の会
自然保護室 田尻浩伸



・野鳥をシンボルに、生物多様性保全に取り組む
自然保護団体

日本野鳥の会について

・昭和9年創設

・IBA（重要野鳥生息地）の選定
（2003年に陸上、2016年に海洋）

・絶滅危惧種保護のための野鳥保護区の設置と管理
・海洋プラスチック問題への対応
・再生可能エネルギーの適切な導入への対応
・鳥類生息状況の把握と保護施策への応用

など



・生物多様性枠組と農業の関係について

・鳥類と農業の関わり

・再生可能エネルギーの導入について

・まとめ



昆明・モントリオール生物多様性枠組

・2050 年ビジョン
「自然と共生する世界」（愛知目標と共通内容）

生物多様性条約 COP15 の主要な決定の概要（2022年12月22日 環境省報道発表資料:生物多様性条約第15回締約国会議第二部、
カルタヘナ議定書第10回締約国会合第二部及び名古屋議定書第4回締約国会合第二部の結果概要について;
https://www.env.go.jp/press/press_00995.html）

・2030 年ミッション
「生物多様性を保全し、持続可能に利用し、遺伝資源の利用から生ずる利益
の公正かつ衡平な配分を確保しつつ、必要な実施手段を提供することにより、
生物多様性の損失を止め、反転させ、回復軌道に乗せるための緊急の行動を
とる」
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衡平な配分を確保しつつ、必要な実施手段を提供することにより、生物多様性の損失を
止め、反転させ、回復軌道に乗せるための緊急の行動をとる」

ターゲット10
農業、養殖、漁業、および林業が営まれている地域が、持続可能な集約化やアグロエコロ
ジー及びその他革新的なアプローチなどの生物多様性に配慮した活動の適用の大幅な増加
などを含め、特に生物多様性の持続可能な利用を通じて、持続可能な方法で管理されるこ
とを確保し、これらの生産システムの強靭性と⾧期的な効率性と生産性および食料安全保
障に貢献し、生物多様性を保全・回復し、生態系の機能とサービスを含む人々への自然の
貢献を維持する。



第1回ネイチャーポジティブ経済研究会
参考資料（2022/3/23）より抜き出し

ネイチャーポジティブ



生物多様性の損失を減らし、回復させる行動のポートフォリオ

下から順に:
（1）生態系の保全と回復の強化;
（2）気候変動の緩和;
（3）汚染、侵略的外来種及び乱獲に対する行動;
（4）財とサービス、特に食品のより持続可能な生産;
（5）消費と廃棄物の削減。

地球規模生物多様性概況第5版
Global Biodiversity Outlook 5

環境省自然環境局自然環境計画課
生物多様性戦略推進室（2021年3月）



人と自然の間のインターフェースの8側面の移行間の関連性

地球規模生物多様性概況第5版 Global Biodiversity Outlook 5
環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室（2021年3月）

持続可能な農業への移行

＜移行の概要＞
アグロエコロジーや他の革
新的なアプローチを通じて
農業システムを設計し直し、
生物多様性への悪影響を最
小限にとどめながら生産性
を向上させること。

人間の活動と福利がこれらの側面において生物多様性に依存していること，そして現在の経済
行動やその他の行動モデルが生物多様性に悪影響を与えるという認識．



ⅲ）自然資本の持続可能な利用の強化
（地域の自然資源を最大限活用）

農地や農業用水等の農村の地域資源を保全することによる自然環境や生物多様性
及び景観保全、里山林の継続的な手入れや森林認証等への理解促進等による持続
的な森林資源の活用、地域の海洋生物資源の保存・管理の推進、漁村景観の保全、
地域資源を活用した漁村づくりなど、農林水産業における保全と利用を両立させ
ることが重要である。これにより国内における生物多様性の質の向上を図るだけ
ではなく、海外における生物多様性の保全にも貢献する

次期生物多様性国家戦略研究会報告書（令和３年７月30 日 次期生物多様性国家戦略研究会）

２．次期戦略において既存の取組に加えて取り組むべき３つのポイント

（２）人口減少社会・気候変動等に対応する自然を活用した社会的課題解決
③次の 10 年間の取組

次期生物多様性国家戦略研究会



次期生物多様性国家戦略研究会報告書（令和３年７月30 日 次期生物多様性国家戦略研究会）

２．次期戦略において既存の取組に加えて取り組むべき３つのポイント

（３）ビジネスと生物多様性との好循環、そしてライフスタイルへの反映
③次の 10 年間の取組

次期生物多様性国家戦略研究会

ⅳ）生物多様性に配慮した持続可能な農林水産業の維持・発展
（生物多様性に配慮した農林水産業の拡大）

生息・生育環境の保全や生物多様性に配慮した農林水産業は、農林水産物を供給
するだけではなく、防災・減災や水質の浄化、地域の特色ある伝統文化や農村景
観の形成等、生態系サービスと農林水産業との相乗効果を生み出す重要な分野で
ある。里地里山のような環境においてかつて豊富に生息・生育していた野生動植
物種についても減少がみられる中、農業における化学肥料や化学農薬等の使用量
の低減や生物多様性への影響が低い農薬への転換の推進等を含めた適切な使用、
ランドスケープ・流域の状況に応じた有機農業や環境保全型保全農業の推進、水
路や畔や防風林などを含めた農地景観全体の保全、地産地消の推進等、生物多様
性保全をより重視した技術の導入・普及、生物多様性に配慮した持続可能な農林
水産業さらには地域社会の包括的な維持及び発展を、農林水産省のみどりの食料
システム戦略と連動しながら目指すことが重要である。さらには、農林水産業の
基盤としての農山漁村の振興にあたっては、地域の関係者のニーズを丁寧に把握
しつつ、ランドスケープアプローチによる統合的な取組の視点が重要となる。



State of the World’s Birds 2022, BirdLife International, 2022

鳥類と農業の関わり



日本産鳥類の多くの種が農耕地を利用する

72 種 213 種

高川ほか2011. 日本に生息する鳥類の生活史・生態・形態的特性に関するデータベース
「JAVIAN Database」. Bird Research 7: R9-R12. より作図

鳥類と農業の関わり



RDB掲載種のうち，VU，NT，DDで割合が高め

日本産鳥類の多くの種が農耕地（水田）を利用する

鳥類と農業の関わり





農耕地（水田）を利用するRDB掲載種に占める
水鳥の割合が高い

鳥類と農業の関わり



越冬するガンカモ類は休息地と採餌地を行き来して生活する

ガンカモ類
休息地

（湖沼等）

採餌地

（農耕地等）

機能的ユニットを構成する休息地、採餌地のいずれか一方が欠けてもガンカモ類は
生息できなくなる。特に、採餌地は位置や環境が不明で保全が進んでいない。

鳥類と農業の関わり ーカモ目の種ー



鳥類と農業の関わり ーカモ目の種ー



体長40cm 体重450-550g

淡水性カモ類の一種

極東アジアにのみ分布。ロシア極
東部で繁殖し、韓国、日本、中国
南西部などで越冬

・かつては、アジアでもっとも個体数の多いカモであったとされる

・20世紀中頃から激減（原因は不明だが、乱獲、生息地消失？）

・環境省レッドリストで絶滅危惧II類（VU）

・国内では北陸、山陰など日本海側で多く越冬

水田でのカモ類の保全



水田の面積 市街地の面積

平均標高 鴨池からの距離

トモエガモの採食地ポテンシャルマップ



25%が湛水田 50%が湛水田

75%が湛水田 100%が湛水田

トモエガモの採食地ポテンシャルマップ



多面法などの支援はあるものの，個人の想いも大きく関わっ
ており，広がりにくい．必要な場合に直接的な事業が実施で
きたら・・・

トモエガモの採食地ポテンシャルマップ



鳥類と農業の関わり ーツル目の種ー



ナベヅルの分布（2021年1月）



鳥インフルエンザの発生



https://www.facebook.com/birds.org.il/videos/bird-flu-in-israel/4952422308152052/

日 付

鳥インフルエンザの発生



2022年11月はじめから認められ、これまでにナベヅル1,312羽、マナヅル74羽が回収された（1月13日
鹿児島県発表資料）

https://www.facebook.com/birds.org.il/videos/bird-flu-in-israel/4952422308152052/

累
積
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数
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鳥インフルエンザの発生



ナベヅルの分布（2021年1月）



State of the World’s Birds 2022, BirdLife International, 2022

鳥類と農業の関わり



再生可能エネルギー導入について

日本生態学会（2022年3月）

日本鳥学会（2021年11月）



日本野鳥の会 自然保護室

日本野鳥の会理念（要約）

改正地球温暖化対策推進法について（環境省2021年10月）

農地法に基づく農地転用の
許可も含まれる



日本野鳥の会 自然保護室

日本野鳥の会理念（要約）

改正地球温暖化対策推進法について（環境省2021年10月）



日本野鳥の会 自然保護室

https://www.env.go.jp/content/900518803.pdf



日本野鳥の会 自然保護室

どのくらいの面積が促進区域から国レベルで除外されるか

全面積（ha）
省令で除外
される面積

割合（％）

鳥獣保護管理法
国指定鳥獣保護区 592,888 165,146 27.85

自然公園法
国立公園 2,195,638 583,204 26.56
国定公園 1,494,468 245,060 16.40
国定公園内海域公園地区 7,945 7,945 100

自然環境保全法
原生自然環境保全地域 5,631 5,631 100
自然環境保全地域 22,542 22,542 100

種の保存法
生息地等保護区 1,489 651 43.72

国土面積 37,800,000 1,030,179 2.73



日本野鳥の会 自然保護室

ウトナイ湖

State of the World’s Birds 2022, BirdLife International, 2022



日本野鳥の会 自然保護室

日本野鳥の会理念（要約）

改正地球温暖化対策推進法について（環境省2021年10月）

地域の生物多様性に関する情報の重要性

各地域（市町村レベル）の生息・
生育状況に関する情報

モニタリングする仕組みがあると良いのでは



日本野鳥の会 自然保護室

日本野鳥の会理念（要約）

R4年度第1回「OECMの設定・管理を推進に関する検討会」資料（環境省2022年9月）

地域の生物多様性に関する情報の重要性



地域の生物多様性に関する情報の重要性



調べる（検索）

Contribute

Wood Duck
© Brad Imhoff

投稿する

データの活用

記録を蓄積する

eBirdの基本的な機能

地域の生物多様性に関する情報の重要性



平成十一年法律第百六号
食料・農業・農村基本法

目次
第一章 総則（第一条―第十四条）
第二章 基本的施策

第一節 食料・農業・農村基本計画（第十五条）
第二節 食料の安定供給の確保に関する施策（第十六条―第二十条）
第三節 農業の持続的な発展に関する施策（第二十一条―第三十三条）
第四節 農村の振興に関する施策（第三十四条―第三十六条）

第三章 行政機関及び団体（第三十七条・第三十八条）
第四章 食料・農業・農村政策審議会（第三十九条―第四十三条）

附則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000106_20220701_504AC0000000037

まとめ



平成十一年法律第百六号
食料・農業・農村基本法

第一章 総則（第一条―第十四条）

（目的）
第一条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、基本理
念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共
団体の責務等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村に関する施
策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済
の健全な発展を図ることを目的とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000106_20220701_504AC0000000037



平成十一年法律第百六号
食料・農業・農村基本法

第一章 総則（第一条―第十四条）

（目的）
第一条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、・・・

(食料の安定供給の確保) 第二条
(農業の持続的な発展) 第四条
(農村の振興) 第五条
(多面的機能の発揮) 第三条

国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の
伝承等・・・



平成十一年法律第百六号
食料・農業・農村基本法

第一章 総則（第一条―第十四条）

（目的）
第一条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、基本理
念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共
団体の責務等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村に関する施
策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済
の健全な発展を図ることを目的とする。

第一章 総則（第一条―第十四条）

（目的 一案）
第一条 この法律は、食料、農業及び農村並びに農地生態系（の保全）/
農地における生物多様性（の向上）に関する施策について、基本理念及び
その実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の
責務等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村並びに農地生態系
（の保全）/農地における生物多様性（の向上）に関する施策を総合的か
つ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展
を図ることを目的とする。



ご清聴ありがとうございました




